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資格取得・被扶養者認定など健康保険加入時に交付されるものについて

保険証が廃止される令和6年12月2日以降、資格取得届・被扶養者（異動）届などの届出の際に健康保険組合から交付されるもの
については、次のとおりとなる。

資格確認書 資格情報のお知らせ 被保険者証【参考】

記載事項

（必須記載事項）
・氏名
・性別
・生年月日
・被保険者等記号・番号・枝番
・保険者番号
・保険者名称・番号・所在地
・資格取得年月日
・交付年月日
・有効期限

（予定）
・氏名
・性別
・生年月日
・被保険者等記号・番号・枝番
・保険者番号
・保険者名称・番号・所在地
・資格取得年月日
・交付年月日

（省令様式）
・氏名
・性別
・生年月日
・被保険者等記号・番号・枝番
・保険者番号
・保険者名称・番号・所在地
・資格取得年月日
・交付年月日

規格等 紙（予定） 紙（予定） プラスチック

特徴等
・原則、本人申請により交付
・資格喪失の際、要返納

・加入者全員へ交付
・資格喪失の際、返納不要

・令和6年12月2日以降交付なし
・保険証廃止後、1年間は有効
・資格喪失の際、要返納
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保険証廃止に関するスケジュールについて

・保険証・・・・・・・・・令和6年12月2日以降については、一切発行できないこととなっている。

令和6年12月1日までに発行した保険証については、令和7年12月1日まで利用できる。（1年間の経過措置）

・資格情報のお知らせ・・・加入者全員へ発行することとなる予定で、

①令和6年7月～10月の間に、加入者全員（被扶養者も含む）へ交付。

②一括交付終了後については、新規加入時に都度交付。

・資格確認書・・・・・・・令和6年12月2日以降、新規加入時に交付希望者（交付申請書で対応予定）へ交付。
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令和6年
7月

8月 9月 10月 11月 12月 令和7年
1月

2月 3月 4月 5月 6月

保険証

資格情報のお知らせ

資格確認書

➀加入者全員へ一括交付

令和6年12月1日まで交付

令和6年12月2日以降、新規加入時に交付希望者へ交付する

②一括交付後については、新規加入時に都度交付する



健康保険の「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の用途等

資格確認書

・ マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方について、原則、本人の申請に基づき

交付されるもの。

・ 被保険者証と同様、資格確認書のみで保険医療機関を受診できる。

資格情報のお知らせ

・ 加入者ご自身が被保険者資格等簡易に把握できるよう今後加入者全員に交付され、以降、被用者保険に加入する場合に渡さ

れるもの。

・ マイナンバーカードに保険証の紐づけはしているが、カードリーダーの不具合等でオンライン資格確認ができない場合に、

マイナ保険証と併せて提示することで保険医療機関を受診できる。

マイナンバーカード
（保険証紐づけあり）

マイナンバーカード
（保険証紐づけなし）

マイナンバーカードなし

保険医療機関の受診 マイナ保険証
マイナンバーカード※

又は
資格確認書

資格確認書

※保険医療機関窓口で保険証情報の紐づけが可能
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「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の様式例

資格確認書（イメージ） 資格情報のお知らせ（イメージ）

5


